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社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

定款施行細則 

 

（施行細則） 

第１条 本会の定款第５９条による施行細則をここに定める。 

 

（評議員の選出区分） 

第２条 定款第６条に規定する評議員の委嘱にあたっては、次の選出区分により行う。 

（１）市町村社会福祉協議会の代表者で市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦され

た者 ９名以内 

（２）社会福祉施設の代表者 ８名以内 

（３）社会福祉に関係のある団体の代表者 １０名以内 

（４）学識経験者 ４名以内 

 

（理事の選出区分） 

第３条 定款第１８条第１項第１号に規定する理事の選任にあたっては、次の選出区分に

より行う。 

（１）市町村社会福祉協議会の代表者で市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦され

た者 ６名以内 

（２）社会福祉法人を経営する者又は社会福祉施設の代表者 ３名以内 

（３）ボランティア活動を行う者等社会福祉に関係のある団体の代表者 ３名以内 

（４）学識経験者 ３名以内 

 

（監事の選出区分） 

第３条 定款第１８条第１項第２号に規定する監事の選任にあたっては、次の選出区分に

より行う。 

（１）市町村社会福祉協議会の代表者で市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦され

た者 １名以内 

（２）学識経験者 ２名以内（組織経営に精通した者１名以内及び会計に精通した者 

１名以内） 

 

 

     附    則 

  この施行細則は、昭和４１年１１月３０日から施行する。 

      附    則 

  この施行細則は、昭和４９年３月１３日から施行する。 

      附    則 

  この施行細則は、昭和５８年１２月２６日から施行する。 
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      附    則 

  この施行細則は、平成６年７月２１日から施行する。 

      附    則 

  １ この施行細則は、平成９年４月１日から施行する。 

 ２ この施行細則の施行時、第２条の（１）、第３条の（１）及び第４条の（１）に規定 

する市町村社会福祉協議会連絡協議会が発足していない場合には、市町村社会福祉協

議会連絡協議会の発足の準備のために開催する市町村社会福祉協議会の代表者の会議

で決定した者を市町村社会福祉協議会連絡協議会から推薦された者とみなす。 

      附    則 

  この施行細則は、平成１０年３月２０日から施行する。 

      附    則 

 この施行細則は、平成１３年６月１９日から施行する。 

      附    則 

 この施行細則は、平成１５年４月２８日から施行する。 

      附    則 

この施行細則は、平成１５年５月１６日から施行する。 

      附    則 

 この施行細則は、平成１７年４月１日から施行する。 

      附    則 

 この施行細則は、平成１９年４月５日から施行する。 

附  則 

 この施行細則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

 この施行細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

 この施行細則の改正は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

 


